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鰺
ケ
沢
警
察
署
で
月
１
回
開
設
し

て
い
る
、
高
齢
者
講
習
受
講
済
み
の
方

を
対
象
と
し
た
更
新
窓
口
は
、
令令
和和
６６

年年
９９
月月
2266
日日
（（
木木
））
を
も
っ
て
終
了
と

な
り
ま
す
。 

以
降
は
、
弘
前
自
動
車
運
転
免
許
試

験
場
ま
た
は
五
所
川
原
警
察
署
で
更

新
手
続
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。 

な
お
、
青
森
県
運
転
免
許
セ
ン
タ

ー
、
八
戸
、
む
つ
自
動
車
運
転
免
許
試

験
場
及
び
十
和
田
、
三
沢
警
察
署
で
も

更
新
手
続
は
可
能
で
す
。 

ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

□
問
合
せ
先 

 

青
森
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー 

 

℡ 

０
１
７-

７
８
２-

０
０
８
１ 

 

    

個
人
事
業
税
は
、
物
品
販
売
業
、
請

負
業
、
不
動
産
貸
付
業
、
医
業
、
理
容

業
な
ど
の
一
定
の
事
業
を
営
む
個
人

の
方
に
、
原
則
と
し
て
前
年
中
の
事
業

の
所
得
を
も
と
に
課
税
さ
れ
る
県
の

税
金
で
す
。
県
税
部
か
ら
送
付
さ
れ
る

納
税
通
知
書
に
よ
り
、
８
月
と
11
月
の

二
期
に
分
け
て
納
め
て
い
た
だ
き
ま

す
。 今

年
度
の
第
一
期
分
の
納
期
限
は

９
月
２
日
（
月
）
で
す
。
納
期
限
ま
で

に
、
お
近
く
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
や
金
融
機
関
、
「
地
方
税
お
支
払
サ

イ
ト
」
等
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
詳

し
く
は
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
納
税
方

法
」（
Ｑ
Ｒ
）
の
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。 

   □
問
合
せ
先 

 

西
北
地
域
県
民
局
県
税
部
課
税
課 

℡ 

０
１
７
３-
34-

２
１
１
１ 

 
 

 
 
 
 

（
内
線
２
０
８
） 

    

町
で
は
、
予
期
せ
ぬ
災
害
や
販
売
収

入
の
減
少
等
に
対
し
て
補
填
さ
れ
る

「
農
業
経
営
収
入
保
険
」
と
、
加
入
条

件
で
あ
る
「
青
色
申
告
」
に
つ
い
て
理

解
促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
研
修

会
を
開
催
し
ま
す
の
で
、
興
味
の
あ
る

方
は
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

◆
日 

時 

９
月
13
日
（
金
） 

 

18
時
～
（
１
時
間
程
度
） 

◆
会 

場 

 

役
場 

２
階
中
会
議
室 

◆
申
込
締
切 

 

９
月
６
日
（
金
） 

□
申
込
み
・
問
合
せ
先 

 

農
林
水
産
課 

農
業
政
策
係 

℡ 

74-

４
４
１
１ 

 

青青
森森
県県
運運
転転
免免
許許
セセ
ンン
タタ
ーー

かか
らら
のの
おお
知知
らら
せせ  

個個
人人
事事
業業
税税
のの  

納納
付付
にに
つつ
いい
てて  

Ｈ
Ｐ
は
こ
ち
ら
か
ら
▼ 

農農
業業
経経
営営
収収
入入
保保
険険
研研
修修

会会
のの
開開
催催
にに
つつ
いい
てて  



 
 
  

広報ふかうら（お知らせ版）② 

 

    

法
務
省
及
び
全
国
人
権
擁
護
委
員

連
合
会
で
は
、
い
じ
め
や
家
庭
内
に
お

け
る
虐
待
等
に
悩
む
こ
ど
も
た
ち
の

声
を
聴
く
た
め
、
専
用
相
談
電
話
や
Ｓ

Ｎ
Ｓ
専
用
の
相
談
窓
口
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
人
権
相
談
受
付
窓
口
を
開
設
し

て
お
り
ま
す
。
そ
の
取
り
組
み
を
強
化

す
る
た
め
、
期
間
中
は
平
日
の
受
付
時

間
を
延
長
し
、
土
・
日
曜
日
も
電
話
相

談
を
実
施
し
ま
す
。 

相
談
は
無
料
で
秘
密
は
守
り
ま
す
。

ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。 

◆
期 

間 

８
月
21
日
（
水
）
～ 

８
月
27
日
（
火
）
ま
で 

◆
受
付
時
間 

○
期
間
中
の
平
日 

 

８
時
30
分
～
19
時
ま
で 

○
期
間
中
の
土
日 

 

10
時
～
17
時
ま
で 

◆
相
談
方
法 

○
専
用
相
談
電
話 

「
こ
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」 

０
１
２
０
（
０
０
７
）
１
１
０ 

（
通
話
無
料
） 

○
Ｓ
Ｎ
Ｓ
専
用
相
談
電
話
窓
口 

「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
じ
ん
け
ん
相
談
」 

＠l
i
n
e
j
in
ke
n
s
o
u
d
a
n 

□
問
合
せ
先 

青
森
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課 

 

℡ 

０
１
７-

７
７
６-

９
０
２
４ 

 

   
「
農
業
者
年
金
」
は
、
年
間
60
日
以

上
農
業
に
従
事
す
る
60
歳
未
満
の
国

民
年
金
加
入
者
の
方
な
ら
ど
な
た
で

も
加
入
で
き
る
年
金
で
す
。
自
ら
積
み

立
て
た
保
険
料
と
そ
の
運
用
益
に
よ

り
将
来
受
け
取
る
年
金
額
が
決
ま
る

積
み
立
て
方
式
・
確
定
拠
出
型
で
す
の

で
非
常
に
安
定
的
な
年
金
で
す
。
保
険

料
は
月
額
２
万
円
～
６
万
７
千
円
の

間
で
、
千
円
単
位
で
自
由
に
決
め
ら

れ
、
経
営
状
況
や
家
計
の
状
況
に
応
じ

て
い
つ
で
も
見
直
せ
ま
す
。 

 

国
民
年
金
と
別
に
加
入
す
る
こ
と

で
、
老
後
の
備
え
が
よ
り
充
実
す
る
も

の
と
な
り
ま
す
の
で
、
加
入
す
る
こ
と

を
お
勧
め
し
ま
す
。 

 

農
業
者
年
金
加
入
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、
農
業
委
員
、
農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
及
び
農
業
委
員
会
事
務
局

ま
た
は
Ｊ
Ａ
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

□
問
合
せ
先 

農
業
委
員
会 

 

℡ 

74-

４
４
２
０ 

    

◆
対
象
者 

福
祉
・
介
護
・
保
育
の
仕
事
に
関
心

の
あ
る
方 

◆
体
験
先 

青
森
県
内
の
高
齢
者
、
障
害
者
、
保

育
分
野
等
の
社
会
福
祉
施
設
及
び
事

業
所 

◆
実
施
期
間 

毎
年
度
４
月
初
日
か
ら
翌
年
３
月

末
ま
で 

◆
体
験
内
容 

体
験
先
施
設
に
よ
り
異
な
り
ま
す

が
、
実
際
に
お
仕
事
を
体
験
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。 

◆
体
験
期
間 

１
人
あ
た
り
最
大
10
日
ま
で 

（
体
験
時
間
は
１
日
８
時
間
以
内
） 

◆
体
験
経
費 

無
料
（
た
だ
し
、
交
通
費
、
食
事
代

等
は
本
人
負
担
） 

◆
申
込
時
期 

体
験
先
の
調
整
の
た
め
、
体
験
希
望

日
の
20
日
前
ま
で
に
お
申
込
み
く
だ

さ
い
。 

  

 

□
申
込
み
・
問
合
せ
先 

 

青
森
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー 

℡ 

０
１
７-

７
７
７-

０
０
１
２ 

 

弘
前
福
祉
人
材
バ
ン
ク 

℡ 

０
１
７
２-

36-

１
８
３
０ 

 

「「
ここ
どど
もも
のの
人人
権権
相相
談談
」」  

強強
化化
週週
間間  

農農
業業
者者
年年
金金
にに  

加加
入入
しし
まま
しし
ょょ
うう  

福福
祉祉
のの
おお
仕仕
事事
をを  

体体
験験
しし
てて
みみ
まま
せせ
んん
かか
？？  

Ｈ
Ｐ
は
こ
ち
ら
か
ら
▼ 



      

相
続
登
記
が
さ
れ
な
い
た
め
、
登
記

簿
を
見
て
も
所
有
者
が
わ
か
ら
な
い

「
所
有
者
不
明
土
地
」
が
全
国
で
増
加

し
、
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
か

ら
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
、
こ
れ

ま
で
任
意
だ
っ
た
相
続
登
記
が
法
律

上
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
れ
に
よ
り
、
相
続
人
は
、
不
動
産

（
土
地
・
建
物
）
を
相
続
で
取
得
し
た

こ
と
を
知
っ
た
日
か
ら
３
年
以
内
に
、

相
続
登
記
を
法
務
局
に
申
請
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
遺
産
分
割
の
話
し
合
い
で
不

動
産
を
取
得
し
た
場
合
に
も
、
別
途
、

遺
産
分
割
か
ら
３
年
以
内
に
、
登
記
を

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

な
お
、
相
続
人
間
で
早
期
の
遺
産
分

割
が
難
し
い
場
合
に
は
、
今
回
新
た
に

作
ら
れ
た
「
相
続
人
申
告
登
記
」
と
い

う
簡
便
な
手
続
き
を
法
務
局
で
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
義
務
を
果
た
す
こ
と

も
で
き
ま
す
。 

※
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
相
続
登

記
を
し
な
い
場
合
に
は
、
10
万
円
以
下

の
過
料
が
課
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
の
で
、
早
め
に
相
続
登
記
申
請
を

お
勧
め
し
ま
す
。 

 

詳
し
く
は
、
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
確
認
ま
た
は
最
寄
り
の
法
務
局
（
予

約
制
の
手
続
案
内
を
実
施
中
）
や
登
記

の
専
門
家
で
あ
る
司
法
書
士
・
司
法
書

士
会
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

    
□
問
合
せ
先 

青
森
地
方
法
務
局
登
記
部
門 

 

℡ 

０
１
７-

７
７
６-

６
２
３
１ 

青
森
地
方
法
務
局
五
所
川
原
支
局 

 

℡ 

０
１
７
３-
34-

２
３
３
０ 

青
森
地
方
法
務
局
弘
前
支
局 

 

℡ 

０
１
７
２-

26-

１
１
５
０ 

 

 

   

「
自
筆
証
書
遺
言
書
保
管
制
度
」
と

い
う
制
度
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
？ 

 

法
務
局
で
は
、
皆
さ
ま
が
作
成
し
た

自
筆
証
書
遺
言
書
の
保
管
申
請
が
あ

れ
ば
、
方
式
に
不
備
が
な
い
か
確
認

し
、
長
期
間
に
渡
り
大
切
に
保
管
し
て

い
ま
す
。
法
務
局
に
預
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
遺
言
書
の
紛
失
や
改
ざ
ん
の
危

険
性
も
な
く
、
相
続
を
め
ぐ
る
紛
争
を

防
止
す
る
と
と
も
に
、
ご
自
身
の
財
産

を
確
実
に
ご
家
族
等
に
託
す
こ
と
が

で
き
、
家
庭
裁
判
所
の
検
認
も
不
要
と

な
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
遺
言
者
が
希
望
す
れ
ば
、
遺

言
者
が
亡
く
な
っ
た
後
、
遺
言
者
が
指

定
し
た
方
に
「
法
務
局
で
遺
言
書
を
保

管
し
て
い
る
」
旨
の
通
知
を
送
付
し
ま

す
の
で
、
遺
言
書
の
存
在
に
気
づ
い
て

も
ら
え
な
か
っ
た
と
い
う
心
配
も
あ

り
ま
せ
ん
。 

 

遺
言
を
検
討
さ
れ
て
い
る
方
は
、
ぜ

ひ
こ
の
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

 

詳
し
く
は
、
法
務
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
確
認
ま
た
は
最
寄
り
の
法
務
局
へ

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。 

     

□
問
合
せ
先 

青
森
地
方
法
務
局
供
託
課 

 

℡ 

０
１
７-

７
７
６-

９
０
３
１ 

青
森
地
方
法
務
局
五
所
川
原
支
局 

 

℡ 

０
１
７
３-

34-

２
３
３
０ 

青
森
地
方
法
務
局
弘
前
支
局 

 

℡ 

０
１
７
２-

26-

１
１
５
０ 

     

全
国
の
ア
イ
ヌ
の
方
々
の
た
め
の

電
話
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

 

日
常
生
活
で
お
困
り
の
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
か
？ 

 

嫌
が
ら
せ
、
差
別
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

侵
害
な
ど
の
ご
相
談
も
お
受
け
し
ま

す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

○
相
談
無
料 

○
匿
名
可 

○
秘
密
厳
守 

◆
受
付 

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
（
祝
日
、
12
月

29
日
～
１
月
３
日
除
く
） 

◆
時
間 

 

９
時
～
17
時 

□
相
談
・
問
合
せ
先 

ア
イ
ヌ
の
方
々
の
た
め
の
相
談
専

用
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル 

 

℡ 

０
１
２
０-

７
７
１-

２
０
８ 

相相
続続
登登
記記
のの
申申
請請
がが  

義義
務務
化化
ささ
れれ
まま
しし
たた
！！  

Ｈ
Ｐ
は
こ
ち
ら
か
ら
▼ 

自自
筆筆
証証
書書
遺遺
言言
書書
保保
管管
制制

度度
をを
ごご
利利
用用
くく
だだ
ささ
いい  

Ｈ
Ｐ
は
こ
ち
ら
か
ら
▼ 

広報ふかうら（お知らせ版）③ 

アア
イイ
ヌヌ
のの
方方
々々
かか
らら
のの  

ごご
相相
談談
をを
おお
受受
けけ
しし
まま
すす  



  
    

Ｂ
型
肝
炎
被
害
対
策
東
北
弁
護
団

が
、
Ｂ
型
肝
炎
訴
訟
に
つ
い
て
、
集
団

予
防
接
種
な
ど
の
注
射
器
連
続
使
用

に
よ
る
Ｂ
型
肝
炎
感
染
者
の
被
害
救

済
の
た
め
の
電
話
相
談
窓
口
を
常
設

し
て
い
ま
す
。 

弁
護
団
事
務
局
の
担
当
者
や
弁
護

士
が
対
応
し
、
相
談
料
は
無
料
で
す

（
通
話
料
は
か
か
り
ま
す
）
。 

◆
対
象 

昭
和
16
年
７
月
２
日
～
昭
和
63
年

１
月
27
日
に
出
生
し
、
Ｂ
型
肝
炎
に
感

染
し
て
い
る
方
で
、
そ
の
原
因
が
集
団

予
防
接
種
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
れ

る
方
ま
た
は
そ
の
ご
遺
族
。 

※
東
北
地
方
に
お
住
ま
い
の
方
が
対

象
で
す
。
東
北
地
方
以
外
の
方
に
は
お

住
い
の
地
域
の
弁
護
団
を
紹
介
し
て

い
ま
す
。 

◆
Ｂ
型
肝
炎
訴
訟
と
は 

幼
少
時
の
集
団
予
防
接
種
に
よ
り

Ｂ
型
肝
炎
に
感
染
し
た
と
認
め
ら
れ

る
患
者
に
対
し
病
態
に
応
じ
て
50
万

円
～
３
，
６
０
０
万
円
の
給
付
金
が
支

払
わ
ら
れ
る
制
度
で
す
。
た
だ
し
、
給

付
を
受
け
る
た
め
に
は
、
国
を
相
手
に

訴
訟
を
し
て
証
拠
に
基
づ
き
救
済
要

件
に
該
当
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
う

え
で
国
と
和
解
等
を
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。 

□
連
絡
・
問
合
せ
先 

 

Ｂ
型
肝
炎
被
害
対
策
東
北
弁
護
団
事

務
局 ℡ 

０
１
２
０-

76-

０
１
５
２ 

（
受
付
時
間 

平
日
10
時
～
14
時
） 

※
右
記
以
外
の
時
間
帯
は
留
守
電
話

に
な
り
ま
す
が
、
お
名
前
と
電
話
番
号

を
録
音
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
折
り
返

し
お
電
話
い
た
し
ま
す
。 

     

就
職
活
動
の
ノ
ウ
ハ
ウ
（
仕
事
の
探

し
方
・
応
募
書
類
作
成
・
面
接
対
策
な

ど
）
を
知
り
た
い
方
、
就
職
活
動
に
不

安
を
抱
え
て
い
る
方
な
ど
、
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
が
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
（
予
約
制
）
で

サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。 

※
当
職
業
相
談
は
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
の
求
職
活
動
と
し
て
認
め
ら
れ

ま
す
。 

◆
青
森
地
区 

○
日
時 

平
日
・
第
２
・
４
土
曜
日 

 
 
 
 

９
時
～
16
時 

○
場
所 

 

ネ
ク
ス
ト
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー
あ

お
も
り
（
青
森
市
安
方
１
丁
目
１-

40 

青
森
県
観
光
物
産
館
ア
ス
パ
ム
７
階
） 

◆
弘
前
地
区 

○
日
時 

平
日 

 
 
 
 

９
時
～
16
時 

○
場
所 

 

キ
ャ
リ
ア
ス
ク
ー
ル
Ｉ
・
Ⅿ
・
Ｓ 

（
弘
前
市
土
手
町
１
３
４-

８
） 

□
申
込
み
・
問
合
せ
先 

 

ネ
ク
ス
ト
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー
あ
お

も
り ℡ 

０
１
７-

７
２
３-

６
３
５
０ 

ﾒｰﾙ 
c
h
u
u
k
o
u
n
e
n
@
i
m
s
-
h
i
r
o
s
a
k

i
.
c
o
m 

    
放
送
大
学
で
は
２
０
２
４
年
10
月

入
学
生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
資
料
を

無
料
で
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

◆
出
願
期
間 

 

９
月
10
日
（
火
）
ま
で 

※
放
送
大
学
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
も

出
願
で
き
ま
す
。 

□
資
料
請
求
・
問
合
せ
先 

 

放
送
大
学
青
森
学
習
セ
ン
タ
ー 

℡ 

０
１
７
２-

38-

０
５
０
０ 

放
送
大
学
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト 

h
t
t
p
s
:
/
/w
ww
.
o
u
j
.
a
c.
jp
 

 

広報ふかうら（お知らせ版）④ 

 

 

７
月
12
日
発
刊
の
広
報
ふ
か
う
ら

お
知
ら
せ
版
の
７
ペ
ー
ジ
「
令
和
６

年
度
深
浦
町
文
化
協
会
加
入
団
体
を

紹
介
し
ま
す
」
に
お
い
て
、
一
部
誤
り

が
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 ○
「
伝
統
芸
能
保
存
団
体
」
大
間
越
郷

土
芸
能
保
存
会
の
代
表
者
名
が
「
蛯

名 

荘
一
」
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、

正
し
く
は
「
蝦
名 

荘
一
」
で
す
。 

 

以
上
の
よ
う
に
訂
正
し
、
こ
こ
に

謹
ん
で
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。 

おお
詫詫
びび
とと
訂訂
正正  

ＢＢ
型型
肝肝
炎炎
訴訴
訟訟
にに
つつ
いい
てて

のの
無無
料料
電電
話話
相相
談談  

4455
歳歳
以以
上上
のの
方方
のの
転転
職職
・・
再再

就就
職職
をを
ササ
ポポ
ーー
トト
しし
まま
すす  

放放
送送
大大
学学  

入入
学学
生生
募募
集集
のの
おお
知知
らら
せせ  



  
広報ふかうら（お知らせ版）⑤ 

 
 
 

深浦町公民館では、生涯学習の一環である各種教室を次のとおり開催いたします。 

後期として９月から編み物教室、ヨガ教室を計画しています。皆様の応募お待ちしています。 

なお、定員になり次第〆切とさせていただきますのでご了承願います。 

教 室 内             容 期   間 時   間 

編み物教室 
編み物の基本から応用まで、初級・上

級を問いません。 

9 月 5 日 

10 月 3・24 日 

11 月 7 日 

各木曜日 計 4 回 

10 時～15 時 

ヨガ教室 

心と体のバランスを整えたい方（初級

編）からダイエットやアクティブに体

を動かしたい方（中級編）まで、参加

者に合わせて行います。 

9 月 1・15 日 

10 月 6・13・20 日 

11 月 10・17・24 日 

各日曜日 計 8 回 

10 時～ 

11 時 30 分 

※応募人数が少ない場合又は新型コロナウイルス感染症の拡大の場合は教室を中止または延期

させていただく場合もあります。 

 

■会  場   

深浦町公民館大会議室及び礼法室を利用します。 

■講  師   

編み物教室・・・・・島村恵美子（シルバー編物研究会師範） 

 ヨガ教室・・・・・・神馬陽夏（ハッピーヨガインストラクター） 

■受 講 料   

一人 年額１，０００円 

※なお、若干の教材費が必要な場合もあり受講者の負担となります。 

※ヨガマットが無い方は貸し出しもいたします。 

■申込方法 

深浦町公民館へ直接お申込みください。電話又はＦＡＸでも受け付けいたします。 

■申込締切 

両教室とも ８月２７日（火） 

■申込み・問合せ先 

深浦町公民館 

ＴＥＬ ７４－２０３１   

ＦＡＸ ８２－０８５８ 

 

深深浦浦町町公公民民館館各各種種教教室室生生徒徒募募集集!!!!  
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深深浦浦町町役役場場　　建建設設水水道道課課　　建建設設係係  　　☎☎00117733--7744--44441133

全全面面通通行行止止ののおお知知ららせせ

　町道深浦１５号線 昭和橋において、全面通行止めを行います。周辺
住民の方や通行者の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力よ
ろしくお願いいたします。

通通行行止止期期間間：：令令和和６６年年９９月月22日日((月月))～～令令和和６６年年1111月月3300日日((土土))

　　※※工工事事のの進進捗捗状状況況にによよっっててはは、、期期間間がが前前後後すするる場場合合ががごござざいいまますす。。

[[問問いい合合わわせせ先先]]
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